
 

 

 

改正 平成２９年７月１９日 原規技発第 1707197 号 原子力規制委員会決定 

 

 

 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈（原規技発第1306194

号（平成２５年６月１９日原子力規制委員会決定））等について次のように改正する。 

 

平成２９年７月１９日 

 

 

原子力規制委員会         

 

 

 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈等の一部

改正について 

 

 

原子力規制委員会は、実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解

釈等を別添新旧対照表のように改正する。 

  

附 則 

この規程は、再処理施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則等の一部を改

正する規則の施行の日（平成２９年８月８日）より施行する。 
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○ 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈（原規技発第 1306194 号（平成２５年６月１９日原子力規制委員会決定）） 

（下線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

第４５条（保安電源設備） 

１・２ （略） 

３ 第３項に規定する「常時使用される」とは、主発電機又は非常用電源設

備から電気が供給されている状態をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 第３項第１号に規定する「高エネルギーのアーク放電による電気盤の損

壊の拡大を防止するために必要な措置」とは、重要安全施設（設置許可基

準規則第２条第２項第９号に規定する重要安全施設をいう。以下同じ。）

への電力供給に係る電気盤及び当該電気盤に影響を与えるおそれのある

電気盤（安全施設（重要安全施設を除く。）への電力供給に係るものに限

る。）について、遮断器の遮断時間の適切な設定等により、高エネルギー

のアーク放電によるこれらの電気盤の損壊の拡大を防止することができ

ることをいう。 

５ 第３項第２号に規定する「異常を検知し、及びその拡大を防止するため

に必要な措置」とは、短絡、地絡、母線の低電圧又は過電流などを検知し、

第４５条（保安電源設備） 

１・２ （略） 

３ 第３項に規定する「常時使用される」とは、主発電機又は非常用電源設

備から電気が供給されている状態をいう。また、「異常を検知するととも

に、その拡大を防止するために必要な措置」とは、短絡、地絡、母線の低

電圧又は過電流などを検知し、遮断器等により故障箇所を隔離し、保安を

確保するために必要な装置への影響を限定できる設計及び外部電源に直

接接続している変圧器の一次側において３相のうちの１相の電路の開放

が生じた場合に、安全施設への電力の供給が不安定になったことを検知

し、故障箇所の隔離又は非常用母線の接続変更その他の異常の拡大を防止

する対策（手動操作による対策を含む。）を行うことによって、安全施設

への電力の供給が停止することがないように、電力供給の安定性を回復で

きる設計をいう。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

（別添） 
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改正後 改正前 

遮断器等により故障箇所を隔離し、保安を確保するために必要な装置への

影響を限定できる設計及び外部電源に直接接続している変圧器の一次側

において３相のうちの１相の電路の開放が生じた場合に、安全施設への電

力の供給が不安定になったことを検知し、故障箇所の隔離又は非常用母線

の接続変更その他の異常の拡大を防止する対策（手動操作による対策を含

む。）を行うことによって、安全施設への電力の供給が停止することがな

いように、電力供給の安定性を回復できる設計とすることをいう。 

６～１０ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

４～８ （略） 
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○ 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈（原管Ｐ発第 1306193 号（平成２５年６月１９日原子力規制委員会決

定）） 

（下線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

第４４条（保安電源設備） 

１・２ （略） 

３ 第３項に規定する「常時使用される」とは、主発電機又は非常用電源

設備から電気が供給されている状態をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 第３項第１号に規定する「高エネルギーのアーク放電による電気盤の損

壊の拡大を防止するために必要な措置」とは、重要安全施設（研開炉設置

許可基準規則第２条第２項第９号に規定する重要安全施設をいう。以下同

じ。）への電力供給に係る電気盤及び当該電気盤に影響を与えるおそれの

ある電気盤（安全施設（重要安全施設を除く。）への電力供給に係るもの

に限る。）について、遮断器の遮断時間の適切な設定等により、高エネル

ギーのアーク放電によるこれらの電気盤の損壊の拡大を防止することが

できることをいう。 

５ 第３項第２号に規定する「異常を検知し、及びその拡大を防止するため

に必要な措置」とは、短絡、地絡、母線の低電圧又は過電流などを検知し、

第４４条（保安電源設備） 

１・２ （略） 

３ 第３項に規定する「常時使用される」とは、主発電機又は非常用電源

設備から電気が供給されている状態をいう。また、「異常を検知すると

ともに、その拡大を防止するために必要な措置」とは、短絡、地絡、母

線の低電圧又は過電流などを検知し、遮断器等により故障箇所を隔離

し、保安を確保するために必要な装置への影響を限定できる設計及び外

部電源に直接接続している変圧器の一次側において３相のうちの１相の

電路の開放が生じた場合に、安全施設への電力の供給が不安定になった

ことを検知し、故障箇所の隔離又は非常用母線の接続変更その他の異常

の拡大を防止する対策（手動操作による対策を含む。）を行うことによ

って、安全施設への電力の供給が停止することがないように、電力供給

の安定性を回復できる設計をいう。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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改正後 改正前 

遮断器等により故障箇所を隔離し、保安を確保するために必要な装置への

影響を限定できる設計及び外部電源に直接接続している変圧器の一次側

において３相のうちの１相の電路の開放が生じた場合に、安全施設への電

力の供給が不安定になったことを検知し、故障箇所の隔離又は非常用母線

の接続変更その他の異常の拡大を防止する対策（手動操作による対策を含

む。）を行うことによって、安全施設への電力の供給が停止することがな

いように、電力供給の安定性を回復できる設計とすることをいう。 

６～１０ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

４～８ （略） 

 

 


